
学 童 野 球 ク ラ ブ チー ム 「京 都 ⻄ Ｓ ＆ Ｆ」 会 則   
  
  

1． （名 称）   
本 会 の 名 称 は 学 童 野 球 ク ラ ブ チー ム 「京 都 ⻄ Ｓ ＆ Ｆ」 （愛 称 ︓ 京 ⻄ Ｓ Ｆ） と 称 す る。   
  

2． （事 務 局 所 在 地）   
  本 会 の 事 務 局 は、 原 則 と し て 代 表 者 宅 に 置 く   
  

3． （⽬ 的 と ⽅ 針）   
      本 会 は 主 と し て 野 球 を 通 じ、 団 員 並 び に 会 員 相 互 間 の 親 睦 と 連 帯 を 計 る と 共 に、 将 来 を 担 う 団 員 た 

ち に 健 全 な る 精 神 と ⾁ 体 を 培 う ⼿ 助 け を す る こ と を ⽬ 的 と す る。 更 に 「感 謝 の ⼼ と 考 え る ⼒ の 醸 
成」 を チー ム ⽅ 針 と し て 団 員 の 成 ⻑ に 貢 献 す る。   

  
4． （ビ ジョ ン）   
      本 会 チー ム ⽅ 針 の 実 現 に 向 け た ビ ジョ ン は 下 記 3 点 で あ り、 将 来 あ る べ き 姿 の イ メー ジ で あ る。   

（１） つ よ い・・・ 個 / チー ム と し て の 強 さ、 気 持 ち の 強 さ、 芯 の 強 さ、 ⼈ 間 の 強 さ   
（２） お も し ろ い・・・ 野 球 が 楽 し い、 勝 利 / 成 ⻑ の 喜 び、 ⼈ 間 味、 チー ム ワー ク   
（３） や さ し い・・・ 気 遣 い、 会 員 の 負 担 軽 減、 助 け 合 う 精 神、 奉 仕 の ⼼   
  

5． （事 業）   
      本 会 は 団 員 の よ り 良 い 成 ⻑ を 願 い、 ⽬ 的 遂 ⾏ の た め 概 ね 下 記 の 事 業 を ⾏ う。   
        （１） ⼟ 曜 ⽇、 ⽇ 曜 ⽇、 祝 ⽇ の 練 習 及 び 試 合。   
        （２） 京 都 軟 式 野 球 連 盟 ⻄ 京 ⽀ 部 及 び そ の 他 ⾏ 政 区 の 主 催 す る ⼤ 会 へ 参 加 す る。   
        （３） 野 球 以 外 の レ ク リ エー ショ ン 等 の 開 催   
        （４） そ の 他、 ⽬ 的 / ⽅ 針 / ビ ジョ ン 達 成 に 必 要 と 判 断 し た ⾏ 事。   
  

6． （団 員 及 び 会 員）   
  本 会 の 団 員 及 び 会 員 は 原 則 と し て 下 記 の 通 り と す る。   
（1） 団 員   

・ 洛 ⻄、 桂 坂 地 区 居 住 の ⼩ 学 ⽣ で 野 球 を 愛 好 す る 学 童。 （男 ⼥ 問 わ ず）   
た だ し、 登 録 チー ム は 4 学 区 と な る 事 か ら 編 成 ⾯ の 考 慮 を 必 要 と す る。   

（2） 会 員   
・ 団 員 の 保 護 者   
・ 団 員 の 保 護 者 以 外 で 成 年 の 指 導 者   
  

7． （役 員 と 指 導 者）   
  本 会 の 運 営 を 円 滑 に ⾏ う た め に 下 記 の 役 員 と 指 導 者 を 置 く。   
  （役 員 と 指 導 者 の 名 称、 追 加 及 び 兼 務 に 関 し て は 代 表 者 の 判 断 と す る）   
（1） 顧 問   1 名 （代 表 者 の 意 思 決 定 に 助 ⾔ を 与 え る）   
（2） 代 表 者   1 名 （チー ム の 意 思 決 定 を ⾏ う）   
（3） 副 代 表   1 名 （代 表 者 の 補 佐 及 び 代 役 を 担 う）   
（4） 総 監 督   1 名 （指 導 ⽅ 針、 練 習 内 容 の 助 ⾔ を 与 え る）   
（5） 監 督   Ａ Ｂ Ｃ   各 1 名 （総 監 督 と 連 携 し 現 場 の 責 任 担 う、 参 加 ⼤ 会 の 決 定）   
（6） コー チ （ 29 番、 28 番）   若 ⼲ 名 （監 督 を 補 佐 し て 現 場 を ⽀ え る）   
（7） マ ネー ジ ヤー   1 名 （配 ⾞、 運 営、 ⼤ 会 登 録 及 び 調 整 を ⾏ う）   
（8） そ の 他   若 ⼲ 名 （代 表 者 が 必 要 と 定 め た も の）   
※ １ ~ ４ を 役 員、 5~ ８ を 指 導 者 と し 5 を 現 場 責 任 者 と す る   

  
8． （保 護 者 会）   

本 会 の 団 員 活 動 を 円 滑 に ⾏ う た め に 下 記 の 保 護 者 会 役 員 を 置 く。   
  （保 護 者 役 員 の 名 称、 追 加 及 び 兼 務 に 関 し て は 代 表 者 と の 協 議 に よっ て 決 定 す る）   
（1） 会 ⻑   1 名 （保 護 者 会 と し て 意 ⾒ 集 約、 総 会 な ど の ⾏ 事 関 係 の 責 任 者）   
（2） 副 会 ⻑   1 名 （会 ⻑ の 補 佐 及 び 代 役 を 担 う）   
（3） 会 計   1 名 （本 会 の 予 算 編 成 や 会 費 徴 収 及 び 会 計 業 務 を 担 う）   
（4） 監 査   1~2 名 （会 計 上 の 透 明 性 や 妥 当 性 の 監 査 を ⾏ う）   
（5） 保 険   1 名 （団 員、 役 員、 指 導 者 等 の 保 険 ⼿ 続 き を ⾏ う）   
（6） 運 営 （連 絡 係） 1 名 （本 会 の 予 定 配 信 及 び 連 絡 等 を ⾏ う）   
（7） 広 報 企 画   1 名 （メ ディ ア や 外 部 と の 調 整 及 び 体 験 会 の 企 画）   

  
9． （会 計）   

  本 会 の 運 営 費 は 会 費、 臨 時 会 費、 そ の 他 を 持っ て 充 当 す る。   
（1） 本 会 の 会 計 年 度 は 1 ⽉ 1 ⽇ ~12 末 ⽇ ま で と す る。   
（2） 会 費 は、 ⽉ 額 4,000 円 （ 2 年 ⽣ 以 下 は 2,500 円） と し 1 ⽉、 4 ⽉、 7 ⽉、 10 ⽉ に 3 ヶ ⽉ 分 前 納 す 



る。 た だ し、 代 表 者 が 認 め た 場 合 は そ の 限 り で は な い。   
（3） 兄 弟、 姉 妹 の 会 費 は 同 時 期 に 限 り ⼆ ⼈ ⽬ は ⽉ 額 2,500 円 と す る。   
（4） 途 中 ⼊ 会 者 の ⽉ 会 費 は、 第 1 回 ⽬ の 参 加 ⽇ に よ り 1 ⽇ ~15 ⽇ の 場 合 は ⽉ 額 同 様 4,000 円、 16 

⽇ ~ 末 ⽇ の 場 合 は 2,500 円 と す る。   
（5） ⼊ 会 ⾦ は 4,000 円 と し て ⼊ 会 時 に 納 ⼊ す る。 団 員 へ 団 帽 ⼦ を 渡 す。   
（6） 臨 時 会 費 は、 特 に 必 要 な 場 合 に お い て 総 会 の 承 諾 を 得 て 徴 収 す る 事 が 出 来 る   
（7） 徴 収 済 と ⼊ 会 ⾦、 会 費、 臨 時 会 費 等 は 理 由 を 問 わ ず 返 還 し な い。   
（8） 会 費 の 利 ⽤ に 関 し て は 費 ⽤ の ⼤ ⼩ に 関 わ ら ず、 代 表 者 の 承 認 を 得 る も の と す る。   

  
〈そ の 他〉   
（1） 保 護 者 ⽗ は 現 場 で の 指 導 補 助 な ど 可 能 な 範 囲 で 本 会 の 運 営 に 協 ⼒ す る。   
（2） 保 護 者 ⽗ は 参 加 ⼤ 会 で の 運 営、 義 務 塁 審 な ど に 協 ⼒ を す る。   
（3） 保 護 者 会 は 団 員 の 移 動 に 伴 う 配 ⾞ に 協 ⼒ を す る。   
（4） 指 導 者 会 議 を ⽉ 1 回 実 施 し て 指 導 ⽅ 針、 練 習 内 容 を 共 有 す る。   
（5） 指 導 者 会 議 に は 指 導 者 に 加 え て 保 護 者 ⽗ も 参 加 を 可 と す る。   
（6） 本 会 は 団 員 及 び 指 導 者、 役 員 の 不 測 の 事 故、 傷 害 に 備 え て ス ポー ツ 傷 害 保 険 に 加 ⼊ す る。 但 

し、 途 中 ⼊ 会 者 に つ い て は、 即 時 加 ⼊ で き な い 場 合 も あ る。 ま た、 体 験 ⼊ 会 に お い て も 同 様 と 
す る。   

（7） 本 会 が ⾏ う 事 業 に は、 成 年 者 が 付 き 添 う 事 を 原 則 と す る。   
（8） 本 会 が ⾏ う 事 業 の 参 加 中 に ⽣ じ た 事 故、 傷 害 に つ い て、 引 率 者 は 適 当 と 思 わ れ る 救 急 処 置 は 取 

る も の の、 最 終 的 な 責 任 ま で 負 う も の で は な い。   
（9） 本 会 が ⾏ う 事 業 に 参 加 中 に ⽣ じ た あ ら ゆ る 事 象 に 関 し て、 ⼀ 切 の 意 義 申 し ⽴ て 等 は ⾏ わ な い。   
（１ ０）   本 会 則 に 規 定 の な い 事 柄 に 関 し て は、 必 要 に 応 じ て 総 会 に て 決 定 す る。   
（１ １）   本 会 は 令 和 3 年 1 ⽉ 1 ⽇ を 持っ て 発 ⾜ す る。   

以 上   
  

〈⼊ 団 に あ た り〉   
（1） 本 会 則 熟 知 の 上 で ⼊ 部 申 込 書 に 保 護 者 が 署 名 捺 印 し、 申 し 込 み を ⾏ う。   

同 様 に ⻄ 京 ⽀ 部 提 出 の 隣 接 外 学 区 申 請 書 も 署 名 捺 印 し 提 出 を ⾏ う。   
（2） ス ポー ツ 傷 害 保 険 の 加 ⼊ の た め 団 員 並 び に 保 護 者 の ⽒ 名、 ⽣ 年 ⽉ ⽇、 連 絡 先 も 必 ず 記 ⼊ を ⾏ 

う。   
  

【令 和 ３ 年 1 ⽉ １ ⽇】   


